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連続ストップ時における呼値の制限値幅の拡大について（案） 

平成 13 年１月 16 日 

大 阪 証券取引所 

項    目 内          容 備      考 

１ 趣旨 

 

 

・ 現在，取引所においては，1 日の価格変動幅を一定の範囲にとどめる「呼値の制限値幅制

度」を採用しているが，これは，過当投機的な売買等により株価が大幅に急騰又は急落し

た場合に，投資者が冷静な判断を行うための時間を確保しようとするためのものである。 

・ しかしながら，当該制度については，需給が一方向に片寄った場合には投資者の売買機会

が損なわれるとの問題点が指摘されており，投資家保護上， 速やかに投資者に売買機会を

提供することが重要となってきている。 

・ そこで本所は，制限値幅の上限（ストップ高）又は下限（ストップ安）に連続して張り付

くような銘柄については，売り買いの需給が拮抗した価格に到達するまで相当の期間を必

要とし，当該期間中は売買を実質的に行うことができない場合がある等の問題があること

から，連続してストップとなる銘柄に係る呼値の制限値幅の考え方について検討する。 

 

 

 

 

・ 平成 11 年８月７日に，整理ポス

トに割り当てられた銘柄のうち

本所がその都度指定する銘柄に

ついては，指定後最初の約定値

段が決定される日まで制限値幅

を適用しない旨の改正を行っ

た。 

 

２ 対応の考え方 ・ 連続してストップとなる銘柄については，速やかに需給の拮抗点に到達させて投資者に売

買の機会を提供することが望ましいと考えられるため，連続してストップとなる銘柄のう

ち，株価の方向性が明らかであり，売買を行うことが困難であると認められる銘柄につい

て，制限値幅の拡大を行うこととする。 

・ また，速やかに需給の拮抗点に到達させる方法としては，制限値幅を撤廃することも考え

られるが，極端なケースでは株価が 1 日で１円となることも想定される等適当な方法では

ない。 

 

・ 外国株券及び外国投資証券は，

基本的には制限値幅の拡大は行

わない。 
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項    目 内          容 備      考 

３ 拡大に係る条件

等 

 

 

 

 

・ 制限値幅の拡大を行う条件等は以下の通りとする。 

（1）拡大を行う条件及び拡大する値幅 

    3 日以上連続してストップ高（又はストップ安）となった銘柄のうち，直近の 3 日間にお

いて売買高がない銘柄について，翌営業日から制限値幅を２倍に拡大する。 

     なお，ストップ高が連続した場合には上限のみを，ストップ安が連続した場合には下限

のみを拡大する。 

（2）解除を行う条件 

    拡大した側の制限値段以外の値段で売買が成立した場合には，その翌営業日から通常の

制限値幅に戻すこととする。 

（3）その他 

     株券について条件に合致して制限値幅を拡大した場合には，転換社債券や株券オプショ

ンなどの派生商品についても拡大を行う。 

     ただし，派生商品だけが条件に合致した場合には，当該派生商品も含めて拡大は行わな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 派生商品については，システム

上の制約から上限及び下限とも

拡大を行う。 

 

４ 重複上場銘柄の

取扱い 

・ 重複上場銘柄については，基本的にすべての取引所において同様の対応を行う。 

 

 

 

５ その他 ・ 会員証券会社及び投資者向けの周知については，ホームページなどを利用して行うことと

する。 

 

・ 詳細については，別途，検討す

る。 

 

６ 実施時期 ・ 平成 13 年 4 月を目途に実施する。 

 

 

 

 

以  上 


